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お
知
ら
せ

献
血
お
よ
び
骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー

登
録
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

◆
日
時

　

11
月
９
日
㊌

　

10
時
～
11
時
45
分
、13
時
～
16
時

◆
会
場　
保
健
セ
ン
タ
ー

◆
主
催　

　

茂
原
中
央
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

◆
共
催

　

茂
原
市
献
血
推
進
協
議
会

問
健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４　

6
⒇
１
６
０
０

11
月
は
市
税
収
納
対
策�

�

強
化
月
間
で
す

　

税
金
は
市
民
の
皆
さ
ん
が
健
康

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
の
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　

市
で
は
未
払
金
の
収
納
向
上
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
滞
納
者
に

は
財
産
調
査
を
行
い
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
執
行
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
市
税
を
納
め

て
い
な
い
方
は
、
早
急
に
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８　

6
⒇
１
６
０
９

市
内
の
住
宅
に
関
す
る
相
談
会

を
開
催
し
ま
す

【
空
き
家
・
耐
震
相
談
会
】

◆
日
時

　

11
月
３
日
㊍
㊗
13
時
～
17
時

※
当
日
受
付
（
予
約
不
要
）

◆
会
場

　

茂
原
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ
・

ア
ス
モ
２
階

◆
内
容

・�
空
き
家
全
般
（
相
続
、
不
動
産

取
引
、
予
防
、
利
活
用
な
ど
）

・�

住
ま
い
の
悩
み
（
耐
震
、
リ

フ
ォ
ー
ム
な
ど
）

【
耐
震
相
談
会
】

◆
日
時

　

11
月
21
日
㊊
13
時
～
17
時

※�

事
前
予
約
制

　

�（
電
話
・
ウ
ェ
ブ

に
て
、
11
月
14
日

㊊
締
切
）

◆
会
場

　

市
役
所
８
階
８
０
１
会
議
室

◆
内
容

　

個
別
簡
易
耐
震
相
談
（
昭
和
56

年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
住

宅
に
限
る
）

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
中
止
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
建
築
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
８
８　

6
⒇
１
６
０
６

11
月
12
日
～
25
日
は�

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す�

運
動
期
間
で
す

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、

性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
等
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、

女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る

も
の
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
子
ど
も
に
と
っ
て
最
も

安
全
で
安
心
で
き
る
場
所
が
家
庭

で
す
。
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
親
を

子
ど
も
が
見
る
こ
と
は
児
童
虐
待

に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
運
動
を
き
っ
か
け
に
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
考
え
、

暴
力
の
な
い
社
会
づ
く
り
を
す
す

め
ま
し
ょ
う
。

【
相
談
窓
口
】

千
葉
県
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
３（
２
０
６
）８
０
０
２

（
24
時
間
対
応
）

長
生
保
健
所（
長
生
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

☎
�
５
５
６
５

（
土
日
・
休
日
を
除
く
９
時
～
17

時
、
面
接
相
談
要
予
約
）

子
育
て
支
援
課

子
育
て
家
庭
相
談
室
（
２
階
）

☎
�
５
５
０
０　

6
⒇
１
６
１
０

11
月
は
動
物
に
よ
る
危
害
防
止

対
策
強
化
月
間
で
す

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
動
物

に
よ
る
事
故
や
迷
惑
を
防
止
し
ま

し
ょ
う
。

・�

飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
時
は
保

健
所
へ
届
け
出
し
、
か
ん
だ
犬

が
狂
犬
病
の
疑
い
が
な
い
か
ど

う
か
獣
医
師
の
検
診
を
受
け
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・�

犬
を
飼
う
場
合
に
は
、
事
故
を

起
こ
さ
な
い
よ
う
な
し
つ
け
、
飼

い
方
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

・�

公
園
な
ど
も
含
め
、
犬
の
放
し

飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

散
歩
は
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
、

短
い
引
き
綱
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

・�

犬
は
来
訪
者
の
届
か
な
い
場
所

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
門

や
玄
関
か
ら
犬
が
飛
び
出
さ
な

い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

犬
の
登
録
と
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
接
種
は
、
法
律
に
定
め
ら

れ
た
飼
い
主
の
義
務
で
す
。

・�

猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

糞ふ
ん

尿
や
鳴
き
声
に
よ
る
被
害
を

防
止
で
き
、
感
染
症
等
の
危
険

か
ら
猫
や
人
を
守
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

・�
犬
猫
合
わ
せ
て
10
頭
以
上
飼
う

場
合
は
、
保
健
所
へ
の
届
け
出

が
必
要
で
す
（
生
後
91
日
齢
未

満
の
犬
猫
を
除
く
）。

・�

ペ
ッ
ト
が
い
な
く
な
っ
た
ら
す

ぐ
に
探
し
、
市
役
所
、
保
健
所
、

警
察
に
電
話
等
で
届
け
出
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
迷
子
札
を
付

け
る
、
動
物
病
院
で
「
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
」
を
装
着
お
よ
び
登

録
す
る
な
ど
し
て
、
保
護
さ
れ

た
際
に
飼
い
主
が
分
か
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

・�

動
物
は
責
任
を
持
っ
て
最
後
ま

で
面
倒
を
み
ま
し
ょ
う
。
や
む

を
得
な
い
事
情
で
飼
え
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
新
し
い
飼
い

主
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
保
健

所
・
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は

飼
い
主
探
し
を
お
手
伝
い
し
ま

す
。

　

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
、
定

期
的
に
「
犬
の
飼
い
方
・
し
つ
け

方
教
室
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
動
物
愛
護
や
し
つ
け
方
、

動
物
由
来
感
染
症
な
ど
に
つ
い
て
、

学
校
・
地
域
の
勉
強
会
に
講
師
を

派
遣
し
ま
す
。

問
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４　

6
⒇
１
６
０
４

　
長
生
保
健
所（
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

☎
�
５
１
６
６

　

県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
７
６
�
５
７
１
１
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